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寒川町教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布

する。 

  

  

令和5年6月22日  

  

  

寒川町教育委員会 

教育長  大 川  勝 德  
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寒川町教育委員会規則第4号 

 

寒川町教育委員会事務局の組織等に関する規則の一部を改正する規則 

 

第3条教育施設給食課学校給食担当の項を次のように改める。 

学校給食担当 

(1) 寒川学校給食センターとの連絡調整に関すること。 

(2) 学校給食の総括に関すること。 

(3) 学校給食費の管理に関すること。 

附 則  

この規則は、令和5年8月1日から施行する。 


